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ロータリークラブ年会費の事業所得の必要経費性

東京高裁令和元年５月22日判決（平成30年（行コ）第295号 所得税更正処分等

取消請求事件）

訟月65巻11号1657頁

                  税理士 中阿地 正道

………………………………………………………………………………………………

【事実の概要】

弁護士業を営んで事業所得を得ていたＸ弁護士（原告、控訴人）は、Ｙ税務署

長（被告、被控訴人）の調査を受けて平成24年分ないし平成26年分（以下「本件

各年分」という。）の所得税又は所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」と

いう。）の修正申告（以下「本件各修正申告」という。）をした。

Ｘ弁護士は、所属するロータリークラブ（以下「本件クラブ」という。）の年会

費（以下「本件会費」という。）を諸会費又は接待交際費として、本件各年分の確

定申告及び本件各修正申告のいずれにおいても事業所得の金額の計算上必要経費

に算入した。

Ｙ税務署長は、Ｘ弁護士から提出された本件各修正申告書に基づいて、平成24

年分及び平成26年分の所得税又は所得税等について過少申告加算税の各賦課決定

処分を行い、さらに、本件会費は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されな

いとして本件各年分の所得税又は所得税等について更正処分等（以下「本件各更

正処分等」という。）を行った。

Ｘ弁護士は、本件各更正処分等を不服として審査請求を経て、本訴を提起した。

【判旨】

控訴棄却。

１ 「法 37 条１項が、事業所得の金額の計算上必要経費の算入を認めている趣旨

は、総収入金額のうち、課税対象を所得に限定し、投下資本の回収部分に課税

が及ぶことを避けるためであると解される。この点、個人は、日常生活におい

て事業による所得の稼得活動のみならず、所得の処分としての私的な消費活動

も行っているところ、所得の処分としての私的な消費活動は、投下資本の回収

とは無関係であるから、所得に対して適切に課税をするためには、事業所得の

金額の計算に当たり、投下資本の回収部分である必要経費と所得の処分である

家事費とを明確に区分する必要がある。

そこで、法 37 条１項は、一般対応の必要経費について、所得を生ずべき業務

について生じた費用であるとし、法 45 条１項は、家事費及び家事関連費で政令

に定めるものは必要経費に算入しない旨規定し、同条項を受けた施行令 96 条

は、必要経費として算入される家事関連費について、経費の主たる部分が事業

所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らか
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に区分できるもの（同条１号）又は事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要

であったことが明らかにされるもの（同条２号）であることを要する旨を規定

している。上記各規定に照らせば、個人の支出のうち、事業所得の金額の計算

上必要経費に算入すべき金額は、支出が事業に係る収入を生み出す業務に直接

関連して支出されたものであり、当該業務の遂行上必要なものに限られるとい

うべきである。そして、上記関連性及び必要性の判断は、関係者の主観的判断

を基準とするのではなく、客観的に判断されるべきである。」

２ 「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事

件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服

申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とし（弁護士法

３条１項）、その対価として報酬を得ているのであるから、原告の事業所得を生

ずべき業務とは、上記法律事務を行う経済活動である。そして、本件会費が、

原告の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるためには、上記法律事務

を行う弁護士としての経済活動と直接に関連し、かつ、客観的にみて当該経済

活動の遂行上必要であることを要する。」

「原告が支出した本件会費は、原告が本件クラブにおいて、」「奉仕の理念の

奨励という目的に従って、各種の奉仕活動を行うとともに、会員に義務付けら

れている例会への出席、所属する委員会での活動、会員同士の親睦を深めるた

めのレクリエーション活動、各種行事に参加」「するために納入されたものであ

り、上記の原告の本件クラブでの活動の目的及び内容に照らせば、本件会費の

支出は、法律事務を行う弁護士としての原告の経済活動と直接の関連を有し、

客観的にみて当該経済活動の遂行上必要なものということはできない。そして、

上記の原告の本件クラブでの活動の目的及び内容に照らせば、本件会費は、弁

護士の経済活動の一環として支出されるものでなく、消費経済の主体である一

個人として行われる消費支出として、家事費に該当するというべきである。

また、本件クラブにおいて原告が活動することによって、本件クラブの他の

会員が所属する企業との法律顧問契約を締結する契機となる可能性は否定でき

ないものの、本件クラブの会員としての活動は、本件クラブの掲げる奉仕の理

念に従い、奉仕活動を行うことや懇親を深めることに主眼が置かれるものであ

るから、本件会費はその主たる部分が原告の弁護士としての事業所得を生ずべ

き業務の遂行上必要なものということはできない。さらに、本件会費のうち原

告の弁護士としての業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することはで

きず、他にかかる区分を可能ならしめるに足りる証拠もない。

したがって、仮に、本件会費が、その中に原告の業務の遂行上必要なものが

一部含まれていて、家事関連費に該当すると解したとしても、これを事業所得

の金額の計算上必要経費に算入することはできない。」
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【解説】

１．必要経費に算入すべき金額とは

（１）必要経費とは

所得税法（以下「法」という。）37 条１項において、事業所得の金額の計算上必

要経費に算入すべき金額は、総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び「そ

の年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生

じた費用の額」（以下、括弧内の費用を「一般対応の必要経費」という。）と規定

し、法 45 条１項は、家事費のほかに、家事関連費も原則として必要経費に算入し

ない旨を定めている。

所得金額の計算上必要経費を控除する趣旨は、投下資本の回収部分に課税が及

ぶことを避けるためであり、原資を維持しつつ拡大再生産を図るという資本主義

経済の要請だからである１。

一方、所得税法は「家事費」を定義していないが、家事費が人間の衣食住に関

する支出をはじめ、社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされる諸出費

であることは明らかである２。そして、家事費が必要経費に算入されないのは、家

事費が所得の処分として私的な消費活動であり、投下資本の回収とは無関係であ

ること、及び所得税法の課税所得の計算過程特有の仕組みにある。所得税法は課

税所得の計算過程において、所得金額の計算上「必要経費」が控除され、さらに

各種の「所得控除」が所得金額から控除される。この所得控除が、最低生活費の

控除、納税者の個人的事情による担税力の減退を考慮した控除、政策的奨励のた

めの控除などを目的とした家事費の控除だからである３。

（２）必要経費に算入される家事関連費

家事関連費は、上記（１）のとおり原則として必要経費に算入されないが、所

得税法施行令（以下「施行令」という。）96 条１号は、白色申告者の家事関連費の

主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、明らかに必要である

部分を区分することができれば、その部分の額を必要経費に算入するとしている。

また、同条２号は、青色申告者の家事関連費のうち取引の記録等に基づいて業務

の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分について必要経費に算入さ

れる旨を定めている。

同条は、家事関連費の必要経費の算入要件に青色申告者に対して「主たる部分」

という制限を除外し、業務の遂行上「直接必要」という条件を付している。した

がって、青色申告者に対する取扱いとのバランスを考えても、白色申告者の「主

たる部分」は、当然に業務の遂行上「直接必要」である旨の条件が付されている

ものと考えられる。この点は、主たる部分が 50％以下でも必要な部分を明らかに

区分できるのであれば、青色申告者と同様の取扱いをする旨の所得税基本通達

45-２の解説からも確認できる４。なお、当該通達は、税務執行の運用上必要経費

の範囲を拡大している５との指摘がある。

上記のとおり、個人が支出する経費には、必要経費に算入される経費と算入さ
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れない家事費が混在している。そうすると、家事関連費は必要経費と家事費の両

者の間の領域に位置しているから、施行令 96 条は家事関連費を必要経費と家事

費の要素が区分できるときは、これを分別しようとするものである６。他方で、明

確に必要である部分を区分できるのであれば、もはやその部分は必要経費と家事

費との性質を併有していないから、家事関連費は必要ない７との指摘もある。

（３）在宅勤務に係る業務使用部分

ところで、国税庁は、令和３年に在宅勤務における従業員が負担した通信費又

は電気料金に、在宅勤務日数の割合（電気料金については、床面積割合も考慮）

を乗じた金額の 1/2 を、それぞれ業務のために使用した金額として合理性がある

旨公表した。「1/2」の根拠は、１日 24 時間のうち８時間の睡眠を除いた 16 時間

に占める労働時間（８時間）の割合としている８。

国税庁のこの計算式は、事業主が従業員に対して業務使用部分の通信費等を負

担しても給与として課税しない旨の取扱いであるため一種の割切りと考えられる。

しかし、事業主はその負担した金額を必要経費に算入するが、従業員の在宅勤務

の状況は画一的でないから、この計算式をもって業務の遂行上必要である部分を

明らかに区分することはできない。

（４）小括

一般対応の必要経費は、「業務について生じた費用」と定義されるものの、包括

的な概念であり具体性に欠けている。所得税法は、家事費及び家事関連費の定義

を定めていないが、本件のとおり、必要経費として算入されるためには、収入を

生み出す業務に直接関連して支出されたもので、業務の遂行上必要なものに限ら

れる。また、多くの判決等９でも「総収入金額から控除し得る必要経費といえるた

めには、それが事業活動と直接の関係（下線筆者）を持ち、事業の遂行上必要な

費用であることを要すると解される」旨の法令解釈が示されている。

このように、一般対応の必要経費は、業務の遂行上「直接の関係」であったこ

とが明らかされる部分について必要経費に算入されることから、一般対応の必要

経費として必要経費に算入されるか否かは「直接の関係」の判断が重要とされる

10。そして、その判断を個人の主観的判断に委ねると租税の負担を不当に減少さ

せる結果が生じる場合がある 11 ため、客観的基準に即してなされる必要があり 12、

客観的な判断をするための補充的な基準として、支出に応じて、社会通念、直接

必要、通常かつ必要などが用いられている 13。

２．弁護士会の役員としての活動費等について

一方、東京高裁平成 24 年９月 19 日判決（平成 23 年（行コ）第 298 号）は、必

要経費に算入される一般対応の必要経費について、次のとおり「直接の関係」で

はなく「業務に密接に関係する」と示した。

当該判決では、「ある支出が業務の遂行上必要なものであれば、その業務と関連

するものでもあるというべきである。それにもかかわらず、これに加えて、事業
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の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、「直接」とい

う文言の意味も必ずしも明らかではない」としている。

そして、「弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業

務の改善に資するものであり、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接

に関係する（下線筆者）とともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経

済的負担を負うことによって成り立っているものであるということができるから、

弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、

弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるので

あれば、その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると解する

のが相当である」としている。

その結果、弁護士会の役員等が公式行事後に催される懇親会等への出席が弁護

士会等の執行部の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われ、その費用

の額も過大でないときは、社会通念上その役員等の業務の遂行上必要な支出であ

ったと解すると判断している。

しかし、法 37 条１項の一般対応の必要経費は、「業務に密接に関係する」とは

定義されていない。また、懇親会等への出席が任意であると考えられるところ、

一次会の費用を必要経費とするも、二次会の費用は必要経費としない判断基準が

不明確といわざるを得ない。そして、弁護士会という法人に帰属する所得は、そ

の法人格によって構成員から遮蔽され、構成員である弁護士には帰属しないとい

う法人格による遮蔽の原則を破ることとなるとの指摘もある 14。

当該判決と本件とでは、強制加入の弁護士会と、任意加入のロータリークラブ

という加入に係る強制力の有無が必要経費性の判断に影響していると考えられる

が、その前に法人格による遮蔽の原則の壁が存在する。そのため、当該判決は他

の判決とその結論を異にすることからも、当該判決の影響は限定的と考えられる。

３．本判決の評価

個人は、日常生活において所得の稼得活動のみならず所得の処分としての私的

な消費活動を行っていることから、尚のこと必要経費に算入すべき金額を区分す

る必要がある。本件は、原告の本件クラブでの活動が法律顧問契約の締結の契機

となる可能性を否定していないが、事業に関連があるとの主観的な判断から必要

経費の範囲を安易に広げると課税の不公平を生ずる結果となることから、税務執

行の厳格な運用の根拠となる代表的な事例として挙げることができる。

以上
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